
広報たけはら

この制度は、農業生産条件が不
利な中山間地域を対象としていま
す。（農業生産条件の不利は、耕作
放棄の原因となります。）適正な農
業生産活動の維持・農地の多面的
な機能の発揮を図るため、交付金
を対象地域に支給しています。
平成 年度まで実施予定

問い合わせ
産業文化課農政水産係

平成 年度中山間地域等直接支払制度の実施状況
協定の締結地区・面積及び交付金額

協 定 名
参加戸数
（戸）

協定面積
（ ）

交付金額
（円）

活 動 内 容

小梨地区中山間地域会
集落マスタープラン
（活動計画）の作成
農地の維持管理
農道・水路の維持管理
鳥獣害の防止対策
生産性・収益の向上対策
多面的機能の増進
研修会の実施

宿根中山間地会
新田万里中山間地会
西谷中山間地会
大谷の棚田を守る会
戸石中山間地会
松橋地区中山間地会

合 計

協 定 名
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（戸）

協定面積
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交付金額
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活 動 内 容
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発熱相談センター

問い合わせ 福祉保健課
（ 時 分 時 分）

名 称 連 絡 先

広島県西部東保健所
（ ）
平日 時 分 時 分

広島県健康対策課
（ ） （ ）
電話は、休日・夜間も対応しています

名 称 連 絡 先

予防
国内で新型インフルエンザの
感染が確認されています。
ご注意を

予 防
国内で新型インフルエンザの
感染が確認されています。
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正しい手洗いの手順 水と石けんを使って 秒以上洗おう！
（出典 家庭でできる感染対策 食中毒 広島県医師会発行 広島大学病院感染管理室リンクナース教育・啓発グループ作成）
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図
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落
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収
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齢
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介
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落
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定額給付金の申請はお済みですか？
月上旬に各世帯主へ申請書を送付していま

す。申請期限（ 月 日）までに申請のない場
合は、定額給付金を受給することができません。
まだ提出されていない人や、お忘れの人は早
めに申請してください。申請書が届いていない、
または紛失された場合はご連絡ください。
問い合わせ

市民生活課定額給付金対策班
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す。申請期限（ 月 日）までに申請のない場
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めに申請してください。申請書が届いていない、
または紛失された場合はご連絡ください。
問い合わせ

市民生活課定額給付金対策班

平
成

年

月
か
ら
個
人
住
民
税
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
は
、納
税
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
、こ
の
制
度
に
よ
り
新
た
な
税
負
担
が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成

年

月
か
ら
個
人
住
民
税
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
は
、納
税
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
、こ
の
制
度
に
よ
り
新
た
な
税
負
担
が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平成 年度 普 通 徴 収
（納付書または口座振替）

特 別 徴 収
（年金からの引き落とし）

月 期（ 月）・ 期（ 月） 月・ 月・ 月
税額 それぞれ年税額の 分の それぞれ年税額の 分の

平成 年度 普 通 徴 収
（納付書または口座振替）

特 別 徴 収
（年金からの引き落とし）

月
税額

納税方法の変更イメージ図（出典 総務省 年 月号）

平成 年度 特別徴収・仮徴収
（年金からの引き落とし）

特別徴収・本徴収
（年金からの引き落とし）

月 月・ 月・ 月 月・ 月・ 月

税額 それぞれ前年度 月と同様 それぞれ年税額から仮徴収額
を差し引いた額の 分の

平成 年度 特別徴収・仮徴収
（年金からの引き落とし）

特別徴収・本徴収
（年金からの引き落とし）

月

税額
問い合わせ

税務課課税係

平成 年度、
新たに特別徴収の
対象になる人

平成 年度も継続
して特別徴収の
対象になる人

平成 年
経済センサス 基礎調査

これからのまちづくりに活用するために、
月 日現在で事業所及び企業を対象として調査
を行います。この調査は、全国すべての事業所
及び企業が調査対象となる大規模な統計調査で
す。みなさんのご協力をお願いします。

問い合わせ 総務課情報統計係

平成 ・ 年度の徴収方法


